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令 和 ６ 年 度 の 入 札 ・ 契 約 制 度 の 改 正 

 

 

 

１ 再度入札の運用見直しについて (令和 6年 4月 1日から) 

本市の建設工事等の入札においては、依然として不調率が高止まりの状況にあり、更なる改

善が求められている。 

新たな対策として、再度入札の運用を見直し、予定価格超過に伴う再度入札を、これまで１

回を限度としていたものを、２回を限度とすることで、受注意欲の高い業者に再度落札する機

会を増やし入札不調率の低減を図ることとした。 

 

【千葉市契約規則の改正】 

改正前 改正後 

（再度入札） 

第１９条 契約事務担当職員は、一般競争に

付して落札者がないときは、入札の条件を

変更しないでその場でただちに再度の入札

に付さなければならない。ただし、再度の

入札は、１回を限度する。 

２・３（略） 

（再度入札） 

第１９条 契約事務担当職員は、一般競争に

付して落札者がないときは、入札の条件を

変更しないでその場でただちに再度の入札

に付さなければならない。ただし、再度の

入札は、２回を限度する。 

２・３（略） 

 

 

 



様式第４号

市内 準市内 市外

1 虚偽記載 0 0 0 0

2 過失による粗雑工事 0 0 0 0

3 契約違反 0 0 0 0

4 公衆損害事故 10 0 0 10

5 工事関係者事故 1 3 0 4

6 業務委託等関係者事故 1 1 1 3

7 工事成績不良 1 0 0 1

8 経営不振 0 0 0 0

9 贈賄 0 0 1 1

10 独占禁止法違反行為 0 0 0 0

11 談合及び競売入札妨害 0 0 2 2

12 建設業法違反行為 0 0 2 2

13 不正又は不誠実な行為 3 2 1 6

合　計 16 6 7 29

※地区区分
　　・市内については、千葉市内に本店を有する者
　　・準市内については、千葉市内に支店・営業所を有する者
　　・市外については、千葉市内に本店・支店・営業所を有しない者

工事指名停止措置状況一覧表

措置要件 合　計
地区区分

 （期間　令和５年４月１日～令和６年３月３１日）
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